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○東海旅客鉄道株式会社ＩＣカード乗車券運送約款

（平成 18年 10月 20日社通達第 122号） 

ＩＣカード乗車券運送約款 
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第１章 総則 

（この約款の目的） 

第１条 この約款は、東海旅客鉄道株式会社（以下「当社」といいます。）が、ＩＣカード

を媒体とした定期乗車券及びストアードフェアカード（以下「ＩＣカード乗車券」とい

います。）による当社線に係る旅客の運送並びにＴＯＩＣＡ乗車券等について、そのサ

ービス内容とご利用条件を定め、もって利用者の利便向上を図ることを目的とします。 

（適用範囲） 

第２条 ＩＣカード乗車券による当社線に係る旅客の運送及びＴＯＩＣＡ乗車券等につい

てのサービス内容とご利用条件は、この約款の定めるところによります。ただし、ＩＣ

カード乗車券をＥＸサービス運送約款（平成 20年３月社通達第 73号）第２条第１項第

15号に定めるＥＸ－ＩＣカード等として使用する場合（以下「ＥＸ－ＩＣカード等とし

ての使用」といいます。）については、ＥＸサービス運送約款の定めるところによりま

す。 

２ この約款が改定された場合、以後のＩＣカード乗車券による旅客の運送及びＴＯＩＣ

Ａ乗車券等についてのサービス内容とご利用条件は、改定された約款の定めるところに

よります。 

３ この約款に定めていない事項については、別に定めるものによります。 

（注）別に定めるもののうち主なものは、以下のとおりです。 

(1) 東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則（昭和 62年４月東海旅客鉄道株式会社公告第１

号。以下「旅客規則」といいます。）

(2) 東海旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則（昭和 62年４月東海旅客鉄道

株式会社公告第３号）
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(3) 東海旅客鉄道株式会社身体障害者旅客運賃割引規則（昭和 62年４月東海旅客鉄道株

式会社公告第６号。以下「身体障害者規則」といいます。） 

(4) 東海旅客鉄道株式会社特定者用定期乗車券発売規則（昭和 62年４月東海旅客鉄道株

式会社公告第 11号） 

(5) 東海旅客鉄道株式会社知的障害者旅客運賃割引規則（平成３年 11月東海旅客鉄道株

式会社公告第 35号。以下「知的障害者規則」といいます。） 

(6) 東海旅客鉄道株式会社精神障害者旅客運賃割引規則（令和６年 12月社通達第 56号。

以下「精神障害者規則」といいます。） 

(7) 東海旅客鉄道株式会社旅客連絡運輸規則（昭和 62年４月東海旅客鉄道株式会社公告

第 12号。以下「連絡規則」といいます。） 

(8) 東海旅客鉄道株式会社障がい者用ＩＣカード乗車券運送約款（令和６年３月社通達

第 103号） 

(9) 東海旅客鉄道株式会社ＩＣカード連絡運輸運送約款（平成 24年４月社通達第４号） 

(10) ＥＸサービス運送約款（平成 20年３月社通達第 73号。以下「ＥＸ約款」といいま

す。） 

４ 前各項の規定にかかわらず、第３条第 11号に規定するＳＦを使用した商品購入等につ

いては、ＴＯＩＣＡ電子マネー取扱約款（平成 21 年 12 月社通達第 66 号）の定めると

ころによります。 

（用語の意義） 

第３条 この約款における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。 

(1) 「当社線」とは、当社の経営する鉄道線をいいます。 

(2) 「ＴＯＩＣＡ乗車券」とは、第３号、第４号及び第６号から第８号までに定義する

用語の総称です。 

(3) 「ＴＯＩＣＡ」とは、ストアードフェアカードの機能のみをもつ当社が発行するＩ

Ｃカード乗車券及び第６号に定めるＥＸ－ＩＣカード（ＴＯＩＣＡ機能付き）をいい

ます。 

(4) 「記名式ＴＯＩＣＡ」とは、券面に使用者の記名を行ったものであって、記名人の

ご利用に供するＴＯＩＣＡ（第６号に定めるＥＸ－ＩＣカード（ＴＯＩＣＡ機能付き）

を除きます。）をいいます。また、「記名式ＴＯＩＣＡ」のうち旅客規則第 73 条に規

定する小児（以下「小児」といいます。）の記名人のご利用に供するＴＯＩＣＡを「小

児用ＴＯＩＣＡ」といいます。 

(5) 「ＥＸ－ＩＣカード」とは、ＥＸ約款第２条第１項第 11号に規定するものをいいま

す。 

(6) 「ＥＸ－ＩＣカード（ＴＯＩＣＡ機能付き）」とは、ストアードフェアカードの機能

をもつＥＸ－ＩＣカードをいいます。 

(7) 「ＴＯＩＣＡ定期券」とは、券面に定期乗車券である旨の表記及び使用者の記名を
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行ったものであって、定期乗車券の機能のみ又は定期乗車券とストアードフェアカー

ドの機能をもつ当社が発行するＩＣカード乗車券をいいます。 

(8) 「小児用ＴＯＩＣＡ定期券」とは、券面に定期乗車券である旨の表記及び使用者の

記名を行ったものであって、小児の記名人のご利用に供するＴＯＩＣＡ定期券をいい

ます。 

(9) 「ＴＯＩＣＡ定期券の有効期間」とは、当該ＴＯＩＣＡ定期券に搭載された定期乗

車券の有効期間をいいます。 

(10) 「自動改札機」とは、ＴＯＩＣＡ乗車券の改札を行う改札機であって、当社が別に

定めるものをいいます。 

(11) 「ＳＦ」とは、ストアードフェアカードの機能によりＴＯＩＣＡ乗車券に記録され

る金銭的価値をいいます。 

(12) 「チャージ」とは、ＴＯＩＣＡ乗車券に入金してＳＦを積み増しすることをいいま

す。 

(13) 「デポジット」とは、ＩＣカードの利用権の代価として収受するものをいいます。 

(14) 「乗車券類等」とは、ＴＯＩＣＡ乗車券用の自動券売機によりＳＦと引き換えに発

売する旅客規則に定める乗車券類及び入場券、並びに当社が別に認めたものをいいま

す。 

(15) 「新幹線」とは、東海道本線（新幹線）及び山陽本線（新幹線）をいいます。ただ

し、旅客規則第 16 条の２第１項の規定にかかわらず、東海道本線及び山陽本線と同

一の線路としての取扱いは行いません。 

(16) 「新幹線停車駅」とは、新幹線の特別急行列車の停車駅をいいます。 

(17) 「券面表示区間」とは、ＴＯＩＣＡ定期券又は旅客規則に定める乗車券類の券面に

表示された有効区間をいいます。 

２ この約款に規定する旅客運賃については、旅客規則第 140条に定める鉄道駅バリアフ

リー料金を含むものとします。 

（契約の成立時期及び適用規定） 

第４条 ＴＯＩＣＡ乗車券に関する契約の成立時期は、ＴＯＩＣＡ乗車券を購入したとき

とします。ただし、ＥＸ－ＩＣカード（ＴＯＩＣＡ機能付き）に関する契約の成立時期

は、当該ＥＸ－ＩＣカード（ＴＯＩＣＡ機能付き）を発行したときとします。 

２ 個別の運送契約の成立時期は、駅において乗車の際に自動改札機による改札を受けた

ときとします。（ＴＯＩＣＡ定期券における定期乗車券の機能を除きます。）また、第８

条第３項の規定により乗車券類等との引換えに使用する場合には、乗車券類等その契約

に関する証票の交付を受けたときとします。 

３ 前各項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない

限り、すべてその契約の成立した時の定めによるものとします。この場合、第８条第３

項の規定により引き換えられた乗車券類等に係る取扱いは、旅客規則の定めによるもの
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とします。 

（約款等の変更） 

第５条 この約款及びこれに基づいて定められた規定は、変更されることがあります。 

（旅客の同意） 

第６条 旅客は、この約款及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同

意したものとします。 

（利用エリア） 

第７条 当社線におけるＴＯＩＣＡ乗車券の利用エリア（以下「利用エリア」といいます。）

は別表第１に定める範囲とし、発着、経由とも利用エリアを越えてのご利用はできませ

ん。 

２ 前項の規定にかかわらず、当社以外の交通事業者（以下「他社」といいます。）が経営

する路線（以下「他社線」といいます。）のうち別表第１の２に定めるものに乗車する

場合であって、当該別表に定める接続駅において当社線と乗り継ぐときは、当該他社線

と利用エリアをまたがって乗車することができます。 

３ 第１項の規定にかかわらず、第 32条第２項又は第３項の規定により発売するＴＯＩＣ

Ａ定期券は、当該ＴＯＩＣＡ定期券の有効期間内に券面表示区間内においてご利用でき

ます。 

（使用方法） 

第８条 ＴＯＩＣＡ乗車券を使用して乗車するときは、同一のＴＯＩＣＡ乗車券により旅

行開始駅及び旅行終了駅で自動改札機による改札を受けて入場及び出場しなければな

りません。 

２ 前項の場合であって、別に定めるときは、利用エリア内の新幹線停車駅において、Ｔ

ＯＩＣＡ乗車券と旅客があらかじめ所持する新幹線の特別急行列車に有効な乗車券等

を併用して使用することができます。 

３ 第１項の規定にかかわらず、ＴＯＩＣＡ乗車券（定期乗車券の機能のみを持つＴＯＩ

ＣＡ定期券を除きます。）は、次の各号により使用することができます。 

(1) ＴＯＩＣＡ乗車券用の自動券売機で、ＴＯＩＣＡ乗車券に記録されているＳＦと乗

車券類等とを引き換えること 

(2) 他の乗車券で旅行を開始し、当該乗車券の券面表示区間外まで乗車した場合に、Ｔ

ＯＩＣＡ乗車券用の自動精算機でＴＯＩＣＡ乗車券に記録されているＳＦにより精

算すること（ＴＯＩＣＡ定期券の使用は、旅行を開始した乗車券の券面表示区間とＴ

ＯＩＣＡ定期券の券面表示区間とが連続するときであって、かつ当該ＴＯＩＣＡ定期

券の有効期間内に限ります。） 

(3) 他の乗車券で旅行を開始し、当該乗車券の券面表示区間外をＴＯＩＣＡ定期券によ

り乗車（当該ＴＯＩＣＡ定期券の券面表示区間内に限ります。）した場合に、ＴＯＩ

ＣＡ乗車券用の自動精算機でＴＯＩＣＡ定期券の定期乗車券機能を使用すること（旅
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行を開始した乗車券の券面表示区間とＴＯＩＣＡ定期券の券面表示区間とが連続す

るときであって、かつ当該ＴＯＩＣＡ定期券の有効期間内に限ります。） 

４ 前項の場合であって、ＴＯＩＣＡ乗車券のＳＦ残額が引き換える乗車券類等の旅客運

賃・料金に相当する額又は精算額に相当する額に満たない場合は、別に現金を当該自動

券売機又は当該自動精算機に投入することにより、乗車券類等と引換え又は精算するこ

とができます。 

５ 前各項の場合、ＳＦは 10円単位で旅客運賃等に充当します。 

（発売箇所） 

第９条 当社におけるＴＯＩＣＡ乗車券の発売箇所は、当社が別に定めます。ただし、Ｅ

Ｘ－ＩＣカード（ＴＯＩＣＡ機能付き）は、ＥＸ約款第１条第３項にいう「ＥＸサービ

ス公式ウェブサイト」に掲げる会員規約等（以下「ＥＸサービス規約」といいます。）

に基づき取り扱うものとします。 

（発売時間等） 

第９条の２ 当社においてＴＯＩＣＡ乗車券の発売、チャージ、再発行及び払いもどし等

を取り扱う時間は、当社が別に定めます。 

（ご利用条件等） 

第 10条 １回の乗車につき、２枚以上のＴＯＩＣＡ乗車券を同時に使用することはできま

せん。 

２ 入場時に使用したＴＯＩＣＡ乗車券を出場時に使用しなかった場合は、当該ＴＯＩＣ

Ａ乗車券で再び入場することはできません。 

３ 次の各号の１に該当する場合には、ＴＯＩＣＡ乗車券は自動改札機で使用することが

できません。 

(1) 出場時に、当該ＴＯＩＣＡ乗車券のＳＦ残額が、第 20条又は第 33条の規定により

減額する片道普通旅客運賃相当額に満たないとき 

(2) 出場時に、当該ＴＯＩＣＡ定期券のＳＦ残額が、第 35条の２第２項の規定により減

額する新幹線自由席特急料金相当額に満たないとき 

(3) ＴＯＩＣＡ乗車券の破損、自動改札機の故障又は停電等により自動改札機によるＴ

ＯＩＣＡ乗車券の内容の読取りが不能となったとき 

(4) 自動改札機によって普通旅客運賃の減算ができない区間又は経路を乗車したとき 

(5) 国府津駅における入場時に、当該ＴＯＩＣＡ乗車券のＳＦ残額が別に定める額に満

たないとき。ただし、ＴＯＩＣＡ定期券を使用する場合であって、当該ＴＯＩＣＡ定

期券の有効期間内に券面表示区間内の駅から入場する場合を除きます。 

(6) 米原駅における入場時に、当該ＴＯＩＣＡ乗車券のＳＦ残額がないとき。ただし、

ＴＯＩＣＡ定期券を使用する場合であって、当該ＴＯＩＣＡ定期券の有効期間内に券

面表示区間内の駅から入場する場合を除きます。 

４ ＴＯＩＣＡ乗車券を使用して乗車以外の目的で駅に入出場することはできません。 
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５ 第８条第２項及び第３項の場合を除いて、他の乗車券と併用して使用することはでき

ません。 

６ 第２条第１項に定めるＥＸ－ＩＣカード等としての使用及び第 35 条の２に定める場

合を除き、ＴＯＩＣＡ乗車券を使用して新幹線の特別急行列車に乗車することはできま

せん。 

７ 偽造、変造又は不正に作成されたＴＯＩＣＡ乗車券を使用することはできません。 

（制限又は停止） 

第 11条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、次に掲げる制限

又は停止をすることがあります。 

(1) 発売又は再発行等の箇所、枚数、時間、方法の制限若しくは停止 

(2) 乗車区間、乗車経路、乗車方法、入出場方法又は乗車する列車等の制限 

２ 前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示します。 

３ 本条に基づくサービスの制限又は停止により、旅客に損害が生じた場合、当社は、当

社に故意又は過失があった場合を除き、当該損害についてその責任を負いません。当社

に過失（重過失を除きます。）がある場合、当社は、旅客に現実に生じた通常かつ直接

の範囲の損害に限り責任を負うものとします。 

（ＩＣカードの所有権） 

第 12条 ＴＯＩＣＡ乗車券に使用するＩＣカードの所有権は、ＴＯＩＣＡ乗車券の発売箇

所にかかわらず当社に帰属し、当社はＴＯＩＣＡ乗車券を発売するにあたり、ＩＣカー

ドを旅客に貸与するものとします。 

２ ＴＯＩＣＡ乗車券が不要となったとき若しくは第 14 条の規定により失効したとき又

は旅客がＴＯＩＣＡ乗車券を使用する資格を失ったときは、旅客は当社が別に定める駅

にＩＣカードを返却しなければなりません。 

３ 当社の都合により、貸与したＩＣカードを予告なく交換することがあります。 

４ 前各項の規定にかかわらず、ＥＸ－ＩＣカード（ＴＯＩＣＡ機能付き）は、ＥＸサー

ビス規約に基づき取り扱うものとします。 

（デポジット） 

第 13条 当社はＩＣカードを旅客に貸与する際に、デポジットとしてＩＣカード１枚につ

き 500円を収受します。ただし、ＥＸ－ＩＣカード（ＴＯＩＣＡ機能付き）を貸与する

際には、デポジットを収受しません。 

２ ＴＯＩＣＡ乗車券として貸与したＩＣカードを旅客が返却した場合は、第 14 条、第

23条、第 24条又は第 36条に定める場合を除き、当社は前項に規定するデポジットを返

却します。 

３ デポジットを旅客運賃等に充当することはできません。 

（ＴＯＩＣＡ乗車券の失効） 

第 14条 ＴＯＩＣＡ乗車券は、次の各号の１に該当する取扱いを行った日の翌日を起算日
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として、10年間これらの取扱いが行われない場合には失効します。ただし、当社が特に

認めた場合は、失効しないものとします。 

(1) 発売（ＥＸ－ＩＣカード（ＴＯＩＣＡ機能付き）にあっては発行） 

(2) ＩＣカードの交換 

(3) チャージ 

(4) ＳＦの減額 

(5) ＴＯＩＣＡ定期券に搭載された定期乗車券の払いもどし 

(6) 再発行 

(7) その他当社が別に定める取扱い 

２ 旅客は、前項により失効したＴＯＩＣＡ乗車券のＳＦ及びデポジットの返却を請求す

ることはできません。 

（チャージ） 

第 15条 ＴＯＩＣＡ乗車券（定期乗車券の機能のみを持つＴＯＩＣＡ定期券を除きます。

以下本条及び次条において同じです。）には、当社が別に定めるＴＯＩＣＡ乗車券用の

自動券売機、自動精算機、入金機又はＴＯＩＣＡ乗車券の発売窓口でチャージすること

ができます。 

２ ＴＯＩＣＡ乗車券には、１枚当たりのＳＦ残額が 20,000円を超えない範囲でチャージ

することができます。ただし、１回当たりのチャージ金額は、当社の指定する金額に限

ります。 

３ 前各項によるほか、ＴＯＩＣＡ乗車券には、ＴＯＩＣＡ電子マネー取扱約款の規定に

基づき、チャージすることができます。 

（ＳＦ残額の確認） 

第 16条 旅客は、ＴＯＩＣＡ乗車券のＳＦ残額を当社が別に定めるＴＯＩＣＡ乗車券用の

自動券売機、自動精算機、入金機又は自動改札機（入出場する場合に限ります。）によ

り確認することができます。 

（ＳＦ利用履歴の確認） 

第 17条 旅客は、ＴＯＩＣＡ乗車券の利用履歴を当社が別に定めるＴＯＩＣＡ乗車券用の

自動券売機又は自動精算機により次の各号に定めるとおり確認することができます。 

(1) 利用履歴の内容は、ＳＦを使用して乗車し、精算し、又は乗車券類等との引換えを

行った場合の取扱箇所又は普通旅客運賃収受対象区間、取扱月日及び取扱後のＳＦ残

額、チャージを行った場合の取扱月日及び取扱後のＳＦ残額、並びにＳＦを使用して

商品購入等を行った場合の取扱月日及び取扱後のＳＦ残額とします。 

(2) 利用履歴は、最近の利用履歴から 20件までさかのぼって表示又は印字し、確認する

ことができます。 

(3) 次の場合は利用履歴の確認はできません。 

ア 出場処理がされていない利用履歴 
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イ 第８条第１項の規定により改札を受ける場合で、自動改札機による処理が完全に

行われなかったときの利用履歴 

ウ 26週間を経過した利用履歴 

 

第２章 ＴＯＩＣＡ 

（ＴＯＩＣＡの発売額） 

第 18条 ＴＯＩＣＡの発売額は 2,000円（デポジット 500円を含みます。）です。ただし、

ＥＸ－ＩＣカード（ＴＯＩＣＡ機能付き）は、ＥＸサービス規約に基づき取り扱うもの

とします。 

２ 前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、発売額を変更してＴＯＩＣＡを

発売することがあります。 

（記念ＴＯＩＣＡの発売） 

第 18条の２ 当社は、特別な図柄のＩＣカードを媒体としたＴＯＩＣＡ（以下「記念ＴＯ

ＩＣＡ」といいます。）を発売することがあります。記念ＴＯＩＣＡの発売箇所及び発

売枚数は、当社が別に定めます。 

（記名式ＴＯＩＣＡの発売） 

第 19条 旅客は記名式ＴＯＩＣＡの購入に際して、使用者の氏名、生年月日その他の必要

事項を別表第３に定める定期乗車券・ＴＯＩＣＡ定期券購入申込書（以下「購入申込書」

といいます。）に記載し、記名式ＴＯＩＣＡの発売箇所に提出しなければなりません。

なお、小児用ＴＯＩＣＡの購入に際しては、公的証明書等の提示により購入申込書に記

載された氏名及び生年月日を証明しなければなりません。 

２ 記名式ＴＯＩＣＡのうち、小児用ＴＯＩＣＡの購入の申し出があったときは、使用者

の 12 歳の誕生日の前日以降で最初の３月 31 日（誕生日が３月 31 日の場合は当該３月

31 日、４月１日の場合は前日の３月 31 日）までの間使用することができるＩＣカード

を媒体として、小児用ＴＯＩＣＡを発売します。 

３ 旅客は、記名式ＴＯＩＣＡに登録した氏名等の変更が必要となった場合は、これを当

社が別に定めるＴＯＩＣＡ乗車券の払いもどしを行う箇所（以下「払いもどし取扱箇所」

といいます。）に差し出して、氏名等の変更を申し出なければなりません。この場合、

当社が別に定める申込書（以下「再発行等申込書」といいます。）を提出し、かつ公的

証明書等の提示により当該記名式ＴＯＩＣＡの記名人本人であることを証明しなけれ

ばなりません。ただし、別に定めるところにより、当該記名式ＴＯＩＣＡの記名人の代

理人に対し、この取扱いを行うことがあります。 

（ＴＯＩＣＡのＳＦの減額） 

第 20条 ＴＯＩＣＡを第８条第１項の規定により使用する場合、出場時にＴＯＩＣＡのＳ

Ｆから当該乗車区間の片道普通旅客運賃を減額します。この場合、小児用ＴＯＩＣＡに

あっては小児の片道普通旅客運賃を、その他のＴＯＩＣＡにあっては、大人の片道普通
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旅客運賃を減額します。 

２ 前項の規定により減額する片道普通旅客運賃は、利用エリア及び東海道本線中国府

津・熱海間の範囲内において最も低廉となる運賃計算経路により計算します。 

（注）東海道本線中国府津・熱海間は利用エリア外です。 

（券面表示事項が不明の記名式ＴＯＩＣＡ） 

第 21条 記名式ＴＯＩＣＡは、その券面表示事項が不明となったときは、使用することが

できません。 

２ 券面表示事項が不明となった記名式ＴＯＩＣＡの記名人は、当該記名式ＴＯＩＣＡを

記名式ＴＯＩＣＡの発売箇所に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することがで

きます。 

（券面表示事項が不明のＥＸ－ＩＣカード（ＴＯＩＣＡ機能付き）） 

第 21条の２ ＥＸ－ＩＣカード（ＴＯＩＣＡ機能付き）は、その券面表示事項が不明とな

ったときは、使用することができません。 

２ 券面表示事項が不明となったＥＸ－ＩＣカード（ＴＯＩＣＡ機能付き）を所持する旅

客は、ＥＸ－ＩＣサービス規約に基づき、再発行の請求を行うことができます。この場

合、当該ＥＸ－ＩＣカード（ＴＯＩＣＡ機能付き）のＳＦ残額と同額のＳＦ残額をもつ

ＥＸ－ＩＣカード（ＴＯＩＣＡ機能付き）の再発行の取扱いを行うことがあります。 

（ＴＯＩＣＡの効力） 

第 22条 第８条第１項の規定により使用する場合のＴＯＩＣＡの効力は、次の各号に定め

るとおりとします。 

(1) 当該乗車区間において、片道１回の乗車（以下「片道乗車」といいます。）に限り有

効なものとします。この場合、利用可能人員は、小児用ＴＯＩＣＡにあっては、１枚

をもって小児１人、その他のＴＯＩＣＡにあっては、１枚をもって大人１人に限るも

のとします。ただし、小児用ＴＯＩＣＡ以外のＴＯＩＣＡ（ＥＸ－ＩＣカード（ＴＯ

ＩＣＡ機能付き）及び記名式ＴＯＩＣＡを除きます。）のＳＦから大人の片道普通旅

客運賃を減額することを承諾して使用する場合には、小児１人が使用することができ

ます。 

(2) 前号の規定により乗車する場合であって、乗車経路が環状線１周とならないときは、

利用エリア内に限りいずれの経路も乗車することができます。 

(3) 記名式ＴＯＩＣＡは、記名人のみが使用できます。 

(4) ＥＸ－ＩＣカード（ＴＯＩＣＡ機能付き）は、ＥＸサービス規約に規定する記名式

ＥＸ－ＩＣカードにおいては当該ＥＸ－ＩＣカードの表面に記載された記名人、非記

名式ＥＸ－ＩＣカードにおいては会員が当該ＥＸ－ＩＣカードを使用させる者とし

て指定した者（以下これらを総称して「記名人等」といいます。）に限り使用できま

す。 

(5) 途中下車の取扱いはしません。 
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(6) 入場後は、当日に限り有効とします。 

（ＴＯＩＣＡが無効となる場合） 

第 23条 ＴＯＩＣＡは、次の各号の１に該当する場合は、無効として回収します。この場

合デポジットは返却しません。 

(1) 係員の承諾を得ないで第７条の規定に違反して利用エリア外の区間を乗車した場合 

(2) 第 10条第５項の規定に違反して乗車した場合 

(3) 第 10条第６項の規定に違反して乗車した場合 

(4) 旅行開始後のＴＯＩＣＡを他人から譲り受けて使用した場合 

(5) 係員の承諾を得ないで自動改札機による改札を受けずに乗車した場合 

(6) その他不正乗車の手段として使用した場合 

２ 前項の規定によるほか、記名式ＴＯＩＣＡにあっては、次の各号の１に該当する場合

は、無効として回収します。 

(1) 記名人以外の者が使用した場合 

(2) 券面表示事項が不明となった記名式ＴＯＩＣＡを使用した場合 

(3) 氏名又は生年月日を偽って購入した記名式ＴＯＩＣＡを使用した場合 

(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合 

３ 第１項の規定によるほか、ＥＸ－ＩＣカード（ＴＯＩＣＡ機能付き）にあっては、次

の各号の１に該当する場合は、無効として回収します。 

(1) 記名人等以外の者が使用した場合 

(2) 券面表示事項が不明となったＥＸ－ＩＣカード（ＴＯＩＣＡ機能付き）を使用した

場合 

(3) 氏名を偽って発行したＥＸ－ＩＣカード（ＴＯＩＣＡ機能付き）を使用した場合 

(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合 

(5) ＥＸ－ＩＣサービス規約に違反して使用した場合 

４ 第１項第２号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します。 

５ 偽造、変造又は不正に作成されたＴＯＩＣＡを使用した場合は、前各項の規定を準用

します。 

（ＴＯＩＣＡ不正使用未遂の場合の取扱方） 

第 24条 偽造、変造又は不正に作成されたＴＯＩＣＡを使用しようとした場合は、これを

無効として回収します。 

２ 前項の規定によるほか、ＴＯＩＣＡを不正乗車の手段として使用しようとした場合は、

これを無効として回収します。 

３ 前各項の規定によりＴＯＩＣＡを無効として回収する場合は、デポジットは返却しま

せん。 

（ＴＯＩＣＡ不正使用等に対する普通旅客運賃及び増運賃の収受等） 

第 25条 第 23条第１項から第３項までの規定によりＴＯＩＣＡを無効として回収した場
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合（同条第５項において準用する場合を含みます。）は、旅客の実際乗車区間に対する

普通旅客運賃と、その２倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。 

２ 前項の規定により普通旅客運賃及び増運賃を収受する場合において、旅客の乗車駅が

判明しない場合は、旅客規則第 266条の規定を準用して計算します。 

（記名式ＴＯＩＣＡの紛失再発行） 

第 26条 記名式ＴＯＩＣＡの記名人が当該記名式ＴＯＩＣＡを紛失した場合であって、再

発行等申込書に必要事項を記入して払いもどし取扱箇所に提出したときは、次の各号の

条件を満たす場合に限って紛失した記名式ＴＯＩＣＡの使用停止措置を行い、その翌日

から起算して 30 日以内に、紛失した記名式ＴＯＩＣＡの使用停止措置が完了した時点

におけるＳＦ残額と同額のＳＦ残額をもつ記名式ＴＯＩＣＡの再発行の取扱いを行い

ます。 

(1) 申込書を提出するとき及び再発行を行うときに、公的証明書等の提示により、再発

行を請求する旅客が当該記名式ＴＯＩＣＡの記名人本人であることを証明できるこ

と。 

(2) 記名人の氏名及び生年月日の情報が当社のシステムに登録されていること。 

(3) 再発行を行う前に記名式ＴＯＩＣＡの処理を行う機器に対して当該記名式ＴＯＩＣ

Ａの使用停止措置が完了していること。 

２ 前項の規定により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する記名式ＴＯＩＣＡ１枚に

つき紛失再発行手数料 520円とデポジット 500円を現金で収受します。 

３ 第１項の規定により記名人が再発行等申込書を提出し、当社がこれを受け付けた場合、

理由の如何を問わず申し出を行った記名人がこれを取り消すことはできません。 

４ 第１項及び第２項の取扱いを行った後に、紛失した記名式ＴＯＩＣＡを発見した場合

は、旅客は、これを払いもどし取扱箇所に差し出して、デポジットの返却を請求するこ

とができます。この場合、旅客が紛失した記名式ＴＯＩＣＡとともに再発行等申込書に

必要事項を記入して提出し、かつ公的証明書等の提示により記名人本人であることを証

明したときに限って、返却の取扱いを行います。 

５ 第１項及び前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、当該記名式ＴＯＩＣ

Ａの記名人の代理人に対し、当該各項に規定する取扱いを行うことがあります。 

６ ＥＸ－ＩＣカード（ＴＯＩＣＡ機能付き）の記名人等が当該ＥＸ－ＩＣカード（ＴＯ

ＩＣＡ機能付き）を紛失した場合は、ＥＸサービス規約に基づき取り扱うものとします。 

（当社の免責事項） 

第 26条の２ 紛失した記名式ＴＯＩＣＡ又はＥＸ－ＩＣカード（ＴＯＩＣＡ機能付き）の

使用停止措置が完了するまでの間に当該記名式ＴＯＩＣＡ又はＥＸ－ＩＣカード（ＴＯ

ＩＣＡ機能付き）の払いもどしやＳＦの使用等により、旅客に損害が生じた場合、当社

は、当社に故意又は過失があった場合を除き、当該損害についてその責任を負いません。

当社に過失（重過失を除きます。）がある場合、当社は、旅客に現実に生じた通常かつ
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直接の範囲の損害に限り責任を負うものとします。 

（ＴＯＩＣＡの障害再発行） 

第 27 条 ＴＯＩＣＡの破損等によってＴＯＩＣＡの処理を行う機器で当該ＴＯＩＣＡの

取扱いが不能となった場合は、その原因が旅客の故意によると認められる場合を除き、

当該ＴＯＩＣＡのＳＦ残額と同額のＳＦ残額をもち、かつデポジットを引き継いだＴＯ

ＩＣＡの再発行の取扱いを行うことがあります。ただし、ＥＸ－ＩＣカード（ＴＯＩＣ

Ａ機能付き）は、ＥＸ－ＩＣサービス規約に基づき取り扱うものとします。 

２ 前項に規定する取扱いは、旅客が再発行等申込書に必要事項を記入して払いもどし取

扱箇所に提出したときに限り取り扱うものとします。ただし、裏面に刻印されたカード

の番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。 

（ＴＯＩＣＡの払いもどし） 

第 28条 旅客は、ＴＯＩＣＡが不要となった場合は、これを払いもどし取扱箇所に差し出

して当該ＴＯＩＣＡのＳＦ残額（10 円未満のは数を切り上げて 10 円単位とした額。以

下本条において同じです。）の払いもどしを請求することができます。この場合、旅客

は、手数料としてＴＯＩＣＡ１枚につき 220円を支払うものとします。ただし、小児用

ＴＯＩＣＡを所持する旅客が 12歳の誕生日の前日以降で最初の３月 31日（誕生日が３

月 31 日の場合は当該３月 31 日、４月１日の場合は前日の３月 31 日）を超え、小児用

ＴＯＩＣＡを使用することができなくなったことにより、ＳＦ残額の払いもどしを請求

する場合は、手数料は収受しません。 

２ 前項の規定により記名式ＴＯＩＣＡの払いもどしを請求する場合、旅客が、再発行等

申込書に必要事項を記入して提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該記名式ＴＯ

ＩＣＡの記名人本人であることを証明したときに限って払いもどしを行います。 

３ 第１項の規定によりＥＸ－ＩＣカード（ＴＯＩＣＡ機能付き）の払いもどしを請求す

る場合、旅客が、再発行等申込書に必要事項を記入して提出し、かつ公的証明書等の提

示により、当該ＥＸ－ＩＣカード（ＴＯＩＣＡ機能付き）の記名人等本人であることを

証明したときに限って払いもどしを行います。なお、この場合、あらかじめストアード

フェアカードの機能をもたないＥＸ－ＩＣカードの再発行手続き、又はＪＲ東海エクス

プレス・カードの退会手続きが必要です。 

４ 第１項及び第２項の規定により払いもどす場合には、デポジットを返却します。 

５ 第２項及び第３項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、記名式ＴＯＩＣＡ

又はＥＸ－ＩＣカード（ＴＯＩＣＡ機能付き）の記名人等の代理人に対し、払いもどし

をすることがあります。 

（同一駅で出場する場合のＴＯＩＣＡの取扱方） 

第 29条 ＴＯＩＣＡを使用して乗車する旅客が、自動改札機による改札を受け入場した後、

任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗

車区間の普通旅客運賃を支払い、当該ＩＣカードの発駅情報の消去処理を受けなければ
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なりません。 

２ ＴＯＩＣＡを使用して乗車する旅客が、自動改札機による改札を受け入場した後、乗

車することなく旅行を中止した場合は、旅客規則第 300条の規定に基づき、当該駅の入

場料金相当額を支払い、当該ＩＣカードの発駅情報の消去処理を受けなければなりませ

ん。 

（列車の運行不能の場合のＴＯＩＣＡの取扱方） 

第 30条 ＴＯＩＣＡを使用して乗車する旅客が、自動改札機による改札を受け入場した後、

列車が運行不能となった場合は、次の各号の１に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ

請求することができます。 

(1) 旅行開始駅までの無賃送還 

この場合、乗車区間の普通旅客運賃は収受しません。また、無賃送還後、旅行開始

駅で出場する際に当該ＩＣカードの発駅情報の消去処理を行います。ただし、無賃送

還中の途中駅で下車した場合は、無賃送還は当該下車駅までで終了するものとし、当

該下車駅において、旅行開始駅から当該下車駅までの区間について第 20条の規定によ

り計算した片道普通旅客運賃をＴＯＩＣＡのＳＦから減額します。 

(2) 運行不能区間の別途旅行 

運行不能となった区間を旅客が当社線によらないで別途に旅行を希望する場合は、

旅行開始駅から旅行中止駅までの区間について第 20 条の規定により計算した片道普

通旅客運賃を、旅行中止駅においてＴＯＩＣＡのＳＦから減額します。 

（記名式ＴＯＩＣＡへの変更） 

第 30条の２ 記名式ＴＯＩＣＡ以外のＴＯＩＣＡを所持する旅客は、当該ＴＯＩＣＡのＳ

Ｆ残額と同額のＳＦ残額をもつ記名式ＴＯＩＣＡ（小児用ＴＯＩＣＡを除きます。）への

変更の申し出をすることができます。ただし、ＥＸ－ＩＣカード（ＴＯＩＣＡ機能付き）

にあっては、この申し出をすることはできません。 

２ 旅客は、前項の申し出に際して、使用者の氏名、生年月日その他の必要事項を購入申

込書に記載し、記名式ＴＯＩＣＡの発売箇所に提出しなければなりません。 

３ 前各項により変更を行う場合は、ＩＣカードを交換して取り扱うことがあります。こ

の場合、デポジットは引き継ぎます。 

（注）記念ＴＯＩＣＡにあっては、通常の図柄のＩＣカードに交換して取り扱います。 

（ＴＯＩＣＡ定期券への変更） 

第 31条 ＴＯＩＣＡを所持する旅客は、当該ＴＯＩＣＡのＳＦ残額と同額のＳＦ残額をも

つＴＯＩＣＡ定期券への変更の申し出をすることができます。ただし、ＥＸ－ＩＣカー

ド（ＴＯＩＣＡ機能付き）にあっては、この申し出をすることはできません。 

２ 前項の申し出があったときは、第 32条の規定を準用し、当該ＴＯＩＣＡに定期乗車券

を搭載することによりＴＯＩＣＡ定期券を発売します。 

３ 旅客は、第１項の申し出に際して、使用者の氏名、生年月日その他の必要事項を購入
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申込書に記載し、ＴＯＩＣＡ定期券の発売箇所に提出しなければなりません。 

４ 前各項により変更を行う場合は、前条第３項の規定を準用します。 

 

第３章 ＴＯＩＣＡ定期券 

（ＴＯＩＣＡ定期券の発売） 

第 32 条 当社線内完結となる定期乗車券を搭載したＴＯＩＣＡ定期券の購入の申し出が

あった場合は、経路及び区間が利用エリア内であるときに限って、旅客規則第 35条に定

める通勤定期乗車券、同第 36条に定める通学定期乗車券（同条第４項に定める実習用通

学定期乗車券を除きます。）を搭載したＴＯＩＣＡ定期券を発売します。 

２ 他の旅客鉄道会社線にまたがる定期乗車券を搭載したＴＯＩＣＡ定期券の購入の申し

出があった場合は、当社線の経路及び区間が利用エリア内であり、かつ他の旅客鉄道会

社線の経路及び区間が別に定める範囲内であるときに限って、旅客規則第 35 条に定め

る通勤定期乗車券、同第 36 条に定める通学定期乗車券（同条第４項に定める実習用通

学定期乗車券を除きます。）を搭載したＴＯＩＣＡ定期券を発売します。ただし、西日

本旅客鉄道株式会社線にまたがるＴＯＩＣＡ定期券にあっては、身体障害者規則、知的

障害者規則及び精神障害者規則による割引の定期乗車券を除きます。 

３ 連絡運輸となる定期乗車券を搭載したＴＯＩＣＡ定期券の購入の申し出があった場合

は、近畿日本鉄道株式会社との連絡運輸となるもののうち名古屋駅又は桑名駅を接続駅

とするもの（ただし、身体障害者規則、知的障害者規則及び精神障害者規則による割引

の定期乗車券を除きます。）、愛知環状鉄道株式会社との連絡運輸となるもの、小田急電

鉄株式会社との連絡運輸となるもの、伊豆急行株式会社との連絡運輸となるもの、伊豆

箱根鉄道株式会社との連絡運輸となるもののうち小田原駅を接続駅とするもの又は株

式会社小田急箱根との連絡運輸となるものであるときに限って、連絡規則第 24 条に定

める通勤定期乗車券、同第 25 条に定める通学定期乗車券（同条第４項に規定する実習

用通学定期乗車券を除きます。）を搭載したＴＯＩＣＡ定期券を発売します。 

４ 小児用のＴＯＩＣＡ定期券の購入の申し出があった場合は、使用者の 12歳の誕生日の

前日以降で最初の３月 31 日（誕生日が３月 31 日の場合は当該３月 31 日、４月１日の

場合は前日の３月 31 日）までの間使用することができるＩＣカードを媒体として、前

各項の規定に準じて小児用ＴＯＩＣＡ定期券を発売します。 

５ 前各項の規定にかかわらず、ＥＸ－ＩＣカード（ＴＯＩＣＡ機能付き）に定期乗車券

を搭載したＴＯＩＣＡ定期券は発売しません。 

６ 旅客はＴＯＩＣＡ定期券の購入に際して使用者の氏名、生年月日その他の必要事項を

購入申込書に記載し、ＴＯＩＣＡ定期券の発売箇所に提出しなければなりません。なお、

小児用ＴＯＩＣＡ定期券の購入に際しては、公的証明書等の提示により購入申込書に記

載した氏名及び生年月日を証明しなければなりません。 

７ 旅客は、ＴＯＩＣＡ定期券に登録した氏名等の変更が必要となった場合は、これを払
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いもどし取扱箇所に差し出して、氏名等の変更を申し出なければなりません。この場合、

再発行等申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該ＴＯＩＣＡ定期券の記名

人本人であることを証明しなければなりません。ただし、別に定めるところにより、当

該ＴＯＩＣＡ定期券の記名人の代理人に対し、この取扱いを行うことがあります。 

８ 前項の取扱いを行う場合は、ＩＣカードを交換して取り扱うことがあります。この場

合、デポジットは引き継ぎます。 

９ 第１項から第４項又は前条第２項の規定によりＴＯＩＣＡ定期券を発売する場合は、

旅客規則第 37条又は連絡規則第 26条の規定を準用することがあります。ただし、当社

線の区間及び他の旅客鉄道会社線の区間の運賃計算キロの合計が 300キロメートル以内

のものに限ります。 

10 第１項から第３項の規定にかかわらず、別に運送条件を定めたＴＯＩＣＡ定期券を発

売することがあります。 

（ＴＯＩＣＡ定期券の継続発売） 

第 32条の２ 前条の規定によりＴＯＩＣＡ定期券を発売する場合であって、旅客が所持す

るＴＯＩＣＡ定期券の有効期間内に、当該旅客が所持するＴＯＩＣＡ定期券に搭載され

た定期乗車券と同一の種類、区間（原乗車券区間内の一部区間の場合を含みます。）及

び経路の定期乗車券を搭載したＴＯＩＣＡ定期券を発売するときは、新たに発売するＴ

ＯＩＣＡ定期券の発売日から券面に表示された有効期間の開始日の前日までについて、

旅客が所持するＴＯＩＣＡ定期券の有効期間の残余日数を移しかえて発売することが

あります。 

２ 前項の規定により発売したＴＯＩＣＡ定期券にあっては、その発売日から券面に表示

された有効期間の開始日の前日までの期間について、当該ＴＯＩＣＡ定期券の有効期間

内であるものとして取り扱います。 

（定期乗車券の機能のみを持つＴＯＩＣＡ定期券の発売） 

第 32条の３ 第 32条の規定により身体障害者規則、知的障害者規則及び精神障害者規則

による割引の定期乗車券を搭載したＴＯＩＣＡ定期券を発売する場合であって、旅客が

希望したときは、定期乗車券の機能のみを持つＴＯＩＣＡ定期券を発売することがあり

ます。 

（ＴＯＩＣＡ定期券のＳＦの減額） 

第 33 条 ＴＯＩＣＡ定期券の有効期間内に券面表示区間と券面表示区間外とをまたがっ

て乗車する場合は、当該券面表示区間外の区間は、旅客規則第 247条に定める別途乗車

として取り扱い、出場時にＴＯＩＣＡ定期券のＳＦから別途乗車区間に対する第 20 条

の規定により計算した片道普通旅客運賃を減額します。この場合、小児用ＴＯＩＣＡ定

期券にあっては小児の片道普通旅客運賃を、その他のＴＯＩＣＡ定期券にあっては、大

人の片道普通旅客運賃を減額します。ただし、第 32 条第２項又は第３項の規定により

発売したＴＯＩＣＡ定期券（愛知環状鉄道株式会社との連絡運輸となるものは除きま
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す。）で券面表示区間外を乗車する場合であって、入場又は出場する駅が利用エリア外

であるときは、ＴＯＩＣＡ定期券のＳＦの減額は行わず、第 10 条第３項第４号に該当

するものとして取り扱います。 

２ 前項の規定にかかわらず、券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、全乗車区間

に対して第 20条の規定を準用することがあります。 

３ ＴＯＩＣＡ定期券を当該ＴＯＩＣＡ定期券の有効期間外に使用する場合は、第 20条の

規定を準用します。 

（券面表示事項が不明のＴＯＩＣＡ定期券） 

第 34条 ＴＯＩＣＡ定期券は、その券面表示事項が不明となったときは、使用することが

できません。 

２ 券面表示事項が不明となったＴＯＩＣＡ定期券の記名人は、当該ＴＯＩＣＡ定期券を

ＴＯＩＣＡ定期券の発売箇所に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することがで

きます。 

（ＴＯＩＣＡ定期券の効力） 

第 35条 ＴＯＩＣＡ定期券は、記名人のみが使用することができます。 

２ 定期乗車券の機能のみを持つＴＯＩＣＡ定期券以外のＴＯＩＣＡ定期券にあっては、

当該ＴＯＩＣＡ定期券の有効期間外又は券面表示区間外であっても、第 22 条の規定を

準用して乗車することができます。ただし、同条第１号ただし書に規定する取扱いを除

きます。 

（注）第２項の規定により乗車する場合であっても、ＴＯＩＣＡ定期券は記名人のみが

使用することができます。 

（ＴＯＩＣＡ定期券による新幹線乗車） 

第 35条の２ 次の各号の左欄に掲げる区間を券面表示区間に含むＴＯＩＣＡ定期券（定期

乗車券の機能のみを持つＴＯＩＣＡ定期券を除きます。）を所持する旅客は、それぞれ

右欄に掲げる区間で、第７条の規定にかかわらず、新幹線の特別急行列車の普通車自由

席に乗車することができます。ただし、当該ＴＯＩＣＡ定期券の有効期間内に限ります。 

(1) 東海道本線東京・神戸間の

新幹線停車駅相互間 

 当該ＴＯＩＣＡ定期券の券面

表示区間内の新幹線停車駅各

駅相互間 

(2) 山陽本線神戸・福山間の新

幹線停車駅相互間 

 

 当該ＴＯＩＣＡ定期券の券面

表示区間内の新幹線停車駅各

駅相互間 

(3) 東海道本線品川・横浜線新

横浜間（東神奈川経由） 

 東海道本線（新幹線）品川・

新横浜間 

(4) 横浜線新横浜・東海道本線

小田原間（東神奈川経由） 

 東海道本線（新幹線）新横浜・

小田原間 
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(5) 東海道本線三島・富士間  東海道本線（新幹線）三島・

新富士間 

(6) 東海道本線富士・静岡間  東海道本線（新幹線）新富士・

静岡間 

(7) 東海道本線名古屋・岐阜間  東海道本線（新幹線）名古屋・

岐阜羽島間 

(8) 東海道本線岐阜・米原間  東海道本線（新幹線）岐阜羽

島・米原間 

(9) 東海道本線新大阪・神戸間  東海道本線（新幹線）新大阪・

新神戸間 

(10) 山陽本線神戸・西明石間  山陽本線（新幹線）新神戸・

西明石間 

(11) 山陽本線福山・尾道間  山陽本線（新幹線）福山・新

尾道間 

（注１）券面表示区間内であっても、新幹線停車駅各駅相互間以外の区間においては、

券面表示区間に連続する乗車券と併用しても、新幹線の特別急行列車には乗車で

きません。 

（注２）東海道本線小田原以遠（早川方面）の各駅と品川以遠（高輪ゲートウェイ又は

大崎方面）の各駅との相互間を券面表示区間とするＴＯＩＣＡ定期券にて、東海

道本線（新幹線）新横浜において乗車又は降車することができます。 

２ 前項の場合、旅客は、新幹線の特別急行列車に乗車する駅及び下車する駅において、

片道乗車（２個以上の新幹線の特別急行列車に乗車する場合であって、駅において出場

しないで乗継ぎとなるときを含みます。）する都度、専ら新幹線の特別急行列車に乗車

又は下車する旅客の改札を行う自動改札機（新幹線と新幹線以外の路線とを乗り継いで

利用する旅客の改札を行う自動改札機を含みます。以下「新幹線自動改札機」といいま

す。）による改札を受けなければなりません。 

３ 前各項の場合、新幹線の特別急行列車から下車した駅で、新幹線自動改札機による改

札を受けたときに、ＴＯＩＣＡ定期券のＳＦから新幹線の特別急行列車に乗車した区間

に対する別表第４に定める新幹線自由席特急料金を減額します。ただし、小児用ＴＯＩ

ＣＡ定期券にあっては、新幹線の特別急行列車に乗車した区間に対する別表第４に定め

る新幹線自由席特急料金を折半し、10 円未満のは数を切り捨てて 10 円単位とした額を

減額します。 

４ 第１項の規定にかかわらず、同項各号の左欄に掲げる区間を含むＴＯＩＣＡ定期券と、

旅客規則第 57条第１項第１号に定める自由席特急券又は特定特急券を所持する旅客は、

当社が特に認めた場合に限り、新幹線の特別急行列車の普通車自由席に乗車することが

できます。 
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５ 前各項の規定により新幹線の特別急行列車に乗車する旅客は、旅客規則第 308条の２

第１項の規定により、同条同項の規定による物品を車内に持ち込むことはできません。

ただし、旅客が当該物品を車内に持ち込んだ場合であって、当社が特に認めたときは、

旅客規則第 308条の２第２項の規定を準用し、別に普通旅客運賃及び料金を収受して乗

車を継続させることがあります。 

（ＴＯＩＣＡ定期券が無効となる場合） 

第 36条 ＴＯＩＣＡ定期券は、次の各号の１に該当する場合、無効として回収します。こ

の場合デポジットは返却しません。 

(1) 係員の承諾を得ないで第７条の規定に違反して利用エリア外の区間を乗車した場合 

(2) 第 10条第５項の規定に違反して乗車した場合 

(3) 係員の承諾を得ないで第 10条第６項の規定に違反して乗車した場合 

(4) 係員の承諾を得ないで自動改札機による改札を受けずに乗車した場合 

(5) 記名人以外の者が使用した場合 

(6) 券面表示事項が不明となったＴＯＩＣＡ定期券を使用した場合 

(7) 使用資格、氏名、生年月日、区間又は通学の事実を偽って購入したＴＯＩＣＡ定期

券を使用した場合 

(8) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合 

(9) ＴＯＩＣＡ定期券に通学定期乗車券が搭載されている場合であって、旅客がその使

用資格を失った後（旅客規則第 38 条の規定による割引の定期乗車券を購入した旅客

が、割引適用資格を失ったときを含みます。）に当該ＴＯＩＣＡ定期券を使用した場

合。ただし、当該ＴＯＩＣＡ定期券の有効期間内に券面表示区間を含む区間の乗車に

使用した場合に限ります。 

(10) ＴＯＩＣＡ定期券に通学定期乗車券が搭載されている場合であって、旅客が旅客規

則第 170 条の規定による証明書を携帯せずに当該ＴＯＩＣＡ定期券を使用した場合。

ただし、当該ＴＯＩＣＡ定期券の有効期間内に券面表示区間を含む区間の乗車に使用

した場合に限ります。 

(11) その他不正乗車の手段として使用した場合 

２ 前項第２号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します。 

３ 偽造、変造又は不正に作成されたＴＯＩＣＡ定期券を使用した場合は、前各項の規定

を準用します。 

４ 偽造、変造若しくは不正に作成されたＴＯＩＣＡ定期券を使用しようとした場合、又

はＴＯＩＣＡ定期券を不正乗車の手段として使用しようとした場合は、第 24 条の規定

を準用します。 

（ＴＯＩＣＡ定期券不正使用等に対する旅客運賃及び増運賃並びに料金及び増料金の収受

等） 

第 37条 前条第１項の規定により、ＴＯＩＣＡ定期券を無効として回収した場合（同条第
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３項において準用する場合を含みます。）は、当該旅客から次の各号による普通旅客運

賃とその２倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。 

(1) 前条第１項第２号に該当する場合であって併用した乗車券が定期乗車券であるとき

又は同条同項第５号から第９号までに該当する場合 

旅客規則第 265条第１項第１号を準用して計算した普通旅客運賃及び不正使用を

発見したときの実際乗車区間（券面表示区間を除きます。）の普通旅客運賃 

(2) 前条第１項第２号に該当する場合であって併用した乗車券が普通回数乗車券の場合 

旅客規則第 265条第１項第２号を準用して計算した普通旅客運賃 

(3) 前条第１項第２号に該当する場合であって併用した乗車券が普通乗車券の場合、又

は同条同項第１号、第３号、第４号、第 10号若しくは第 11号に該当する場合 

旅客規則第 265条第１項第３号を準用して計算した普通旅客運賃 

２ 前項の規定によるほか、前条第１項第３号に該当する場合は、当該旅客の新幹線の特

別急行列車に乗車した区間に対する旅客規則第 125 条第１項第１号イの(ﾊ)に定める自

由席特急料金又は同イの(ﾆ)に定める特定特急料金とその２倍に相当する額の増料金と

をあわせて収受します。 

３ 前条第３項により無効として回収した場合であってＴＯＩＣＡ定期券に記録されたデ

ータの変造、偽造を伴う場合は、当該データの内容をもって券面表示内容として取り扱

うことがあります。 

（ＴＯＩＣＡ定期券の紛失再発行） 

第 38条 ＴＯＩＣＡ定期券の記名人が当該ＴＯＩＣＡ定期券を紛失した場合であって、再

発行等申込書に必要事項を記入して払いもどし取扱箇所に提出したときは、次の各号の

条件を満たす場合に限って紛失したＴＯＩＣＡ定期券（ＳＦ残額がある場合は当該ＳＦ

を含みます。）の使用停止措置を行い、その翌日から起算して 30日以内に、紛失したＴ

ＯＩＣＡ定期券と同一の定期乗車券を搭載し、かつ使用停止措置が完了した時点におけ

るＳＦ残額と同額のＳＦ残額をもつＴＯＩＣＡ定期券の再発行を行います。 

(1) 申込書を提出するとき及び再発行を行うときに、公的証明書等の提示により、再発

行を請求する旅客が当該ＴＯＩＣＡ定期券の記名人本人であることを証明できるこ

と。 

(2) 記名人の氏名及び生年月日の情報が当社のシステムに登録されていること。 

(3) 再発行を行う前にＴＯＩＣＡ定期券の処理を行う機器に対して当該ＴＯＩＣＡ定期

券の使用停止措置が完了していること。 

２ 前項の規定により再発行の取扱いを行う場合は、再発行するＴＯＩＣＡ定期券１枚に

つき紛失再発行手数料 520円とデポジット 500円を現金で収受します。 

３ 第１項の規定により記名人が再発行等申込書を提出し、当社がこれを受け付けた場合、

理由の如何を問わず申し出を行った記名人がこれを取り消すことはできません。 

４ 第１項及び第２項の取扱いを行った後に、紛失したＴＯＩＣＡ定期券を発見した場合
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は、旅客は、これを払いもどし取扱箇所に差し出して、デポジットの返却を請求するこ

とができます。この場合、旅客が紛失したＴＯＩＣＡ定期券とともに再発行等申込書に

必要事項を記入して提出し、かつ公的証明書等の提示により記名人本人であることを証

明したときに限って、返却の取扱いを行います。 

５ 第１項及び前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、当該ＴＯＩＣＡ定期

券の記名人の代理人に対し、当該各項に規定する取扱いを行うことがあります。 

（当社の免責事項） 

第 39 条 紛失したＴＯＩＣＡ定期券の使用停止措置が完了するまでの間に当該ＴＯＩＣ

Ａ定期券の払いもどしやＳＦの使用等により、旅客に損害が生じた場合、当社は、当社

に故意又は過失があった場合を除き、当該損害についてその責任を負いません。当社に

過失（重過失を除きます。）がある場合、当社は、旅客に現実に生じた通常かつ直接の

範囲の損害に限り責任を負うものとします。 

（ＴＯＩＣＡ定期券の障害再発行） 

第 40 条 ＴＯＩＣＡ定期券の破損等によってＴＯＩＣＡ定期券の処理を行う機器での取

扱いが不能となった場合は、その原因が旅客の故意によると認められる場合を除き、当

該ＴＯＩＣＡ定期券と同一の定期乗車券を搭載し、かつ同額のＳＦ残額をもつＴＯＩＣ

Ａ定期券の再発行の取扱いを行うことがあります。 

２ 前項に規定する取扱いは、旅客が再発行等申込書に必要事項を記入して払いもどし取

扱箇所に提出したときに限り取り扱うものとします。ただし、裏面に刻印されたカード

の番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。 

（ＴＯＩＣＡ定期券の払いもどし） 

第 41条 旅客は、ＴＯＩＣＡ定期券が不要となった場合は、これを払いもどし取扱箇所に

差し出して、払いもどしの請求をすることができます。この場合、旅客が再発行等申込

書に必要事項を記入して提出し、かつ公的証明書等の提示により当該ＴＯＩＣＡ定期券

の記名人本人であることを証明したときに限って、次の各号により取り扱います。 

(1) 券面に表示された有効期間の開始日の前日以前に払いもどしの請求があった場合に

は、既に支払った定期旅客運賃及びＳＦ残額（10 円未満のは数を切り上げて 10 円単

位とした額。以下本条において同じです。）を払いもどします。 

(2) 券面に表示された有効期間の開始日から券面に表示された有効期間の終了日までの

間に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から旅客規則第

277条又は連絡規則第 99条に規定する使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引

いた残額及びＳＦ残額を払いもどします。 

(3) 券面に表示された有効期間の終了日の翌日以降に払いもどしの請求があった場合に

は、ＳＦ残額を払いもどします。 

２ 前項の取扱いを行う場合は、手数料としてＴＯＩＣＡ定期券１枚につき 220円を収受

します。 
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３ 第１項の取扱いを行う場合は、デポジットを返却します。 

４ ＴＯＩＣＡ定期券のＳＦ残額のみの払いもどしを請求することはできません。 

５ 第１項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、ＴＯＩＣＡ定期券の記名人の

代理人に対し、第１項から第３項の規定に準じて払いもどしの取扱いを行うことがあり

ます。 

（ＴＯＩＣＡ定期券に搭載された定期乗車券のみの払いもどし） 

第 41条の２ 旅客は、ＴＯＩＣＡ定期券を払いもどし取扱箇所に差し出して、当該ＴＯＩ

ＣＡ定期券に搭載された定期乗車券の払いもどし及び当該ＴＯＩＣＡ定期券のＳＦ残

額と同額のＳＦ残額をもつ記名式ＴＯＩＣＡの交付を請求することができます。この場

合、旅客が再発行等申込書に必要事項を記入して提出し、かつ公的証明書等の提示によ

り当該ＴＯＩＣＡ定期券の記名人本人であることを証明したときに限って、次の各号に

より取り扱います。 

(1) 券面に表示された有効期間の開始日の前日以前に請求があった場合には、既に支払っ

た定期旅客運賃の払いもどし及び当該ＴＯＩＣＡ定期券のＳＦ残額と同額のＳＦ残額

をもつ記名式ＴＯＩＣＡの交付を行います。 

(2) 券面に表示された有効期間の開始日から券面に表示された有効期間の終了日までの間

に請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から旅客規則第 277条又は連絡規

則第 99 条に規定する使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額の払いも

どし及び当該ＴＯＩＣＡ定期券のＳＦ残額と同額のＳＦ残額をもつ記名式ＴＯＩＣＡ

の交付を行います。 

(3) 券面に表示された有効期間の終了日の翌日以降に請求があった場合には、当該ＴＯＩ

ＣＡ定期券のＳＦ残額と同額のＳＦ残額をもつ記名式ＴＯＩＣＡの交付を行います。 

２ 前項第１号及び第２号の取扱いを行う場合は、手数料として 220円を収受します。 

３ 第１項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、当該ＴＯＩＣＡ定期券の記名

人の代理人に対し、前各項の規定に準じて払いもどしの取扱いを行うことがあります。 

４ 第１項の取扱いを行う場合は、ＩＣカードを交換して取り扱うことがあります。この

場合、デポジットは引き継ぎます。 

（同一駅で再度出場する場合のＴＯＩＣＡ定期券の取扱方） 

第 42条 ＴＯＩＣＡ定期券を使用して乗車する旅客が、自動改札機による改札を受け入場

した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、

実際乗車区間（当該ＴＯＩＣＡ定期券の有効期間内の場合は券面表示区間を除きます。）

の普通旅客運賃を支払い、当該ＩＣカードの発駅情報の消去処理を受けなければなりま

せん。 

２ 前項の規定によるほか、旅客が第 35条の２の規定により新幹線の特別急行列車に乗車

した場合は、実際乗車区間に対する旅客規則第 125 条第１項第１号イの(ﾊ)に定める自

由席特急料金又は同イの(ﾆ)に定める特定特急料金を収受します。 
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３ 旅客がＴＯＩＣＡ定期券の券面表示区間外の駅で、又はＴＯＩＣＡ定期券の有効期間

外において、当該ＴＯＩＣＡ定期券を使用して入場した後、乗車しないで同一駅で出場

する場合は、第 29条第２項の規定を準用します。 

（列車の運行不能の場合のＴＯＩＣＡ定期券の取扱方） 

第 43条 ＴＯＩＣＡ定期券を使用して、当該ＴＯＩＣＡ定期券の有効期間内に券面表示区

間内を乗車する旅客が、自動改札機による改札を受け入場した後、列車が運行不能とな

った場合は、旅客規則第 282条に規定する定期乗車券の取扱いを準用します。 

２ 旅客が、ＴＯＩＣＡ定期券を使用して、当該ＴＯＩＣＡ定期券の有効期間外に乗車す

る場合又は券面表示区間外を乗車する場合であって、自動改札機による改札を受け入場

した後、列車が運行不能となったときは、第 30条の規定を準用します。 

３ 第１項の場合であって、旅客が第 35条の２の規定により新幹線の特別急行列車に乗車

し、当該列車が運行不能となったときは、次の各号の１に定めるいずれかの取扱いを選

択のうえ請求することができます。 

(1) 新幹線の特別急行列車に乗車した駅までの無賃送還 

この場合、別表第４に定める新幹線自由席特急料金は収受しません。また、無賃送

還後、新幹線の特別急行列車に乗車した駅で当該ＩＣカードの新幹線自由席特急料金

に係る発駅情報の消去処理を行います。ただし、無賃送還中の途中駅で新幹線の特別

急行列車から下車した場合は、無賃送還は当該下車駅までで終了するものとし、当該

下車駅において、新幹線の特別急行列車に乗車した駅から当該下車駅までの別表第４

に定める新幹線自由席特急料金をＴＯＩＣＡ定期券のＳＦから減額します。 

(2) 運行不能区間の別途旅行 

運行不能となった区間を旅客が新幹線によらないで別途に旅行を希望する場合は、

新幹線の特別急行列車に乗車した駅から当該列車による旅行を中止した駅までの別表

第４に定める新幹線自由席特急料金を、当該旅行中止駅においてＴＯＩＣＡ定期券の

ＳＦから減額します。 

（新幹線の特別急行列車の遅延の場合の取扱方） 

第 43条の２ 第 35条の２の規定により新幹線の特別急行列車に乗車した場合であって、

当該列車が到着時刻に２時間以上遅延したときは、同条第２項の規定にかかわらず、別

表第４に定める新幹線自由席特急料金は収受しません。 

２ 前条第３項第２号の場合であって、当該新幹線の特別急行列車が到着時刻に２時間以

上遅延したときは、前項に準じて取り扱います。 

 

第３章の２ ＴＯＩＣＡ特別車両券 

（ＴＯＩＣＡ特別車両券の発売等） 

第 43条の３ 旅客規則第 130条第１項第２号ハに定める区間のうち、当社線を含む区間を

利用する場合に限り、旅客規則第 58条第１項第２号ロの規定を準用し、ＴＯＩＣＡ特別
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車両券を発売することがあります。 

２ ＴＯＩＣＡ特別車両券に適用する特別車両料金は、別表第６に定める額とします。 

 

第４章 ＩＣカード乗車券の相互利用 

（他社線でのＴＯＩＣＡ乗車券による乗車等の取扱方） 

第 44条 第７条の規定にかかわらず、別に定める他社線内において、ＴＯＩＣＡ乗車券に

よる乗車等の取扱いを行います。 

（他社線内における取扱い） 

第 45条 他社線内におけるＴＯＩＣＡ乗車券による乗車等の取扱いについては、当該他社

の定めるところによります。 

２ 前項による取扱いに必要な範囲で、当社は、ＴＯＩＣＡ乗車券に関して当社が保有す

る個人情報を当該他社に提供する場合があります。 

（利用エリアと他社線を乗り継ぐ場合等の使用方法） 

第 45条の２ 利用エリアと他社線を乗り継ぐ場合の使用方法は、第８条第１項の規定を準

用し、接続駅の自動改札機により、利用エリアと他社線それぞれの入場及び出場に必要

な改札を受けなければなりません。ただし、次の各号に定める場合を除きます。 

(1) 第７条第２項の規定により乗車する場合 

(2) 第７条第３項の規定により乗車する場合であって使用するＴＯＩＣＡ定期券が第 32

条第２項の規定により発売したものであるとき 

２ 当社及び他社が共同で使用する駅のうち別表第７に規定する駅で入場する場合であっ

て、他社線のみに乗車するときは、当該駅の自動改札機により入場した後に、当該他社

の定める方法により乗車しなければなりません。この場合、第 29 条第２項の規定にか

かわらず、当該駅の入場料金相当額は収受しません。 

３ 他社線に乗車する場合であって、別表第７に規定する駅で出場するときは、当該他社

の定める方法により降車した後に、当該駅の自動改札機により出場しなければなりませ

ん。この場合、第 29 条第２項の規定にかかわらず、当該駅の入場料金相当額は収受し

ません。 

（利用エリアと他社線をまたがって乗車する場合等のＳＦの減額） 

第 45 条の３ 旅客が第７条第２項の規定により乗車する場合は、出場駅において、第 20

条又は第 33 条の規定による当社の普通旅客運賃と当該他社の定める普通旅客運賃との

合算額をＴＯＩＣＡ乗車券のＳＦから減額します。なお、この場合であって、旅客が他

社線を通過し、前後の当社線にまたがって乗車するときの当社線の普通旅客運賃は、前

後の区間それぞれの普通旅客運賃の合算額となります。 

２ 前項の場合であって、旅客が岡崎駅で乗り継ぐ際に、誤って第 45条の２第１項本文の

規定による改札を受けなかった場合は、当該他社線を経由せずに全区間にわたって当社

線に乗車したものとみなして、第 20条又は第 33条の規定による当社の普通旅客運賃を
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ＴＯＩＣＡ乗車券のＳＦから減額します。 

（ＴＯＩＣＡ乗車券以外のＩＣカード乗車券による乗車等の取扱方） 

第 46条 ＴＯＩＣＡ乗車券以外のＩＣカード乗車券のうち、次の各号に掲げるものについ

ては、利用エリア内（第 35 条の２の規定により乗車する場合の新幹線を含みます。以

下本条において同じです。）において乗車等の取扱いを行います。 

(1) 北海道旅客鉄道株式会社が発行したＫｉｔａｃａ乗車券及びＫｉｔａｃａ定期乗車  

券 

(2) 株式会社パスモが発行したＰＡＳＭＯ 

(3) 東日本旅客鉄道株式会社が発行したＳｕｉｃａ乗車券、Ｓｕｉｃａ定期乗車券、Ｓ

ｕｉｃａ企画乗車券、Ｗｅｌｃｏｍｅ Ｓｕｉｃａ乗車券及びＷｅｌｃｏｍｅ Ｓｕ

ｉｃａ Ｍｏｂｉｌｅ 

(4) 東京モノレール株式会社が発行したモノレールＳｕｉｃａ乗車券及びモノレールＳ

ｕｉｃａ定期乗車券 

(5) 東京臨海高速鉄道株式会社が発行したりんかいＳｕｉｃａ乗車券及びりんかいＳｕ

ｉｃａ定期乗車券 

(6) 株式会社名古屋交通開発機構が発行したマナカ 

(7) 株式会社エムアイシーが発行した manaca 

(8) 株式会社スルッとＫＡＮＳＡＩが発行したＰｉＴａＰａカード及び地方公共団体等

乗車証付ＩＣ乗車券 

(9) 西日本旅客鉄道株式会社が発売したＩＣＯＣＡ及びＩＣＯＣＡ定期券 

(10) 福岡市交通管理事業者が発行するＩＣカード 

(11) 株式会社ニモカが発行した nimocaカード 

(12) 九州旅客鉄道株式会社が発行したＳＵＧＯＣＡ乗車券及びＳＵＧＯＣＡ定期券 

２ 前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げるＩＣカード乗車券のうち、他社線におい

て使用資格者を限定して普通旅客運賃に割引を適用するＩＣカード乗車券は、利用エリ

ア内において乗車等の取扱いを行いません。 

３ 第１項の規定により乗車等の取扱いを行う場合は、第４条から第８条まで、第 10条、

第 11 条、第 15 条から第 17 条まで、第 20 条、第 21 条第１項、第 22 条から第 25 条ま

で、第 29条、第 30条、第 33条から第 37条まで、第 42条から第 43条の２まで、第 45

条の２及び第 45条の３の規定を準用します。ただし、第 17条に規定するＳＦ利用履歴

の確認にあっては、利用エリア内の利用履歴以外について表示及び印字できないものが

あります。 

４ 前項の場合、定期乗車券機能をもつＩＣカード乗車券についてはＴＯＩＣＡ定期券の

規定を、ストアードフェアカードの機能のみをもつＩＣカード乗車券についてはＴＯＩ

ＣＡの規定を準用するものとします。 
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５ 前項の規定にかかわらず、ストアードフェアカードの機能のみをもつ記名人式のＩＣ

カード乗車券については、第 35条第１項、第 36条第１項第６号から第９号まで及び第

39条の規定を準用します。 

６ 第３項の規定にかかわらず、第１項第２号、第３号及び第９号に規定するＩＣカード

乗車券のうち携帯電話機等を媒体としたものについては、第８条第３項、同条第４項、

第 15条及び第 17条の規定は準用しません。 

７ 第３項の規定にかかわらず、第１項第３号に規定するＷｅｌｃｏｍｅ Ｓｕｉｃａ乗

車券及びＷｅｌｃｏｍｅ Ｓｕｉｃａ Ｍｏｂｉｌｅ（以下これらを総称して「訪日外

国人旅行者等向けＩＣカード乗車券」といいます。）については、第 21条第１項、第 22

条第３号及び第 23条第２項の規定は準用せず、以下のとおり取り扱うこととします。 

(1) 別に定める場合を除き、訪日外国人旅行者等向けＩＣカード乗車券を使用する際は、

利用者は有効期間や旅客の区分（大人又は小児）等のカード情報を記した帳票（以下

「レファレンスペーパー」といいます。）を携帯し、係員の請求があったときは提示し

なければならないものとします。 

(2) 小児用の訪日外国人旅行者等向けＩＣカード乗車券を利用する際は、前号で定める

レファレンスペーパーに加えて、利用者が小児であることを確認できるパスポート等

の公的証明書を携帯し、係員の請求があったときは提示しなければならないものとし

ます。 

８ 第２項の規定にかかわらず、第１項第２号、第３号及び第５号に規定するＩＣカード

乗車券のうち、他社線において使用資格者を限定して普通旅客運賃に割引を適用する定

期乗車券を搭載したＩＣカード乗車券については、第 35 条の２の規定を準用するもの

とします。 

９ 第２項の規定にかかわらず、第１項各号に掲げるＩＣカード乗車券のうち、他社線に

おいて使用資格者を限定して普通旅客運賃に割引を適用するＩＣカード乗車券につい

ては、第８条第３項第１号から第２号まで及び第 15条から第 17条までの規定を準用す

ることがあります。 

 

第５章 ＴＯＩＣＡ乗車券の他社における発売 

（ＴＯＩＣＡ乗車券を発売する他社） 

第 47条 ＴＯＩＣＡ乗車券は、別表第５に定める他社において発売等を行うことがありま

す。 

２ 他社におけるＴＯＩＣＡ乗車券の発売や払いもどし等の取扱いについては、当該他社

の定めるところによります。 

（他社において発売するＴＯＩＣＡ定期券に係る当社における取扱い） 

第 48条 前条第１項の定めにより、他社において発売したＴＯＩＣＡ定期券については、

当社では原則として次の各号に定める取扱いを行いません。 
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(1) 第 32条第７項に定める記名人の氏名等の変更 

(2) 第 32条の２に定める継続発売 

(3) 第 34条第２項に定める再印字 

(4) 第 38条に定める紛失再発行（ただし、同条第１項に定める使用停止措置及び同条第

４項に定めるデポジットの返却を除きます。） 

(5) 第 40条に定める障害再発行（ただし、これに係る使用停止措置を除きます。） 

(6) 第 41条及び第 41条の２に定める払いもどし 
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別表第１（第７条第１項） 利用エリア 

線区名 区間 

東海道本線（注） 熱海・米原間及び大垣・美濃赤坂間 

御殿場線 国府津・沼津間 

身延線 富士・西富士宮間 

飯田線 豊橋・本長篠間 

武豊線 大府・武豊間 

中央本線 中津川・金山間 

太多線 多治見・美濃太田間 

高山本線 岐阜・美濃太田間 

関西本線 名古屋・亀山間 

  （注）東海道新幹線を除きます。 

 

 

別表第１の２（第７条第２項） ＴＯＩＣＡ乗車券により利用エリアにまたがって乗車す

ることができる他社線とその接続駅 

他社線 区間 当社線との接続駅 

愛知環状鉄道株式会社線 岡崎・高蔵寺間 高蔵寺 

 

別表第２ 削除 

 

別表第３（第 19条） 定期乗車券・ＴＯＩＣＡ定期券購入申込書 

 

備考 この様式は、必要に応じ、変更することがある。 
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別表第４（第 35条の２）ＴＯＩＣＡ定期券のＳＦから減額する新幹線自由席特急料金 

                                                                      （円） 

 東 京 品 川 新 横 浜 小 田 原 熱 海 三 島 新富士 静 岡 掛 川 浜 松 豊 橋 三河安城 名 古 屋 岐阜羽島 米 原 京 都 

品 川 870                

新 横 浜 870 870               

小 田 原 990 990 990              

熱 海 1,760 990 990 870             

三 島 1,760 1,760 990 870 870            

新 富 士 2,530 2,530 2,530 990 870 870           

静 岡 2,530 2,530 2,530 990 990 990 870          

掛 川 3,400 3,400 3,400 2,530 2,530 2,530 990 870         

浜 松 3,400 3,400 3,400 2,530 2,530 2,530 2,530 990 870        

豊 橋 3,400 3,400 3,400 3,400 2,530 2,530 2,530 2,530 990 870       

三河安城    3,400 3,400 3,400 2,530 2,530 2,530 990 870      

名 古 屋    3,400 3,400 3,400 3,400 2,530 2,530 2,530 990 870     

岐阜羽島     3,400 3,400 3,400 3,400 2,530 2,530 2,530 990 870    

米 原       3,400 3,400 3,400 2,530 2,530 2,530 990 870   

京 都         3,400 3,400 3,400 2,530 2,530 2,530 990  

新 大 阪          3,400 3,400 3,400 2,530 2,530 2,530 870 

新 神 戸           3,400 3,400 3,400 2,530 2,530 990 

西 明 石            3,400 3,400 3,400 2,530 990 

姫 路             3,400 3,400 2,530 2,530 

相 生             3,400 3,400 3,400 2,530 

岡 山               3,400 3,400 

新 倉 敷                3,400 

福 山                3,400 

新 尾 道                3,400 
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別表第５（第 47条）ＴＯＩＣＡ乗車券を発売する他社 

会社名 

愛知環状鉄道株式会社 

 

別表第６（第 43条の３）ＴＯＩＣＡ特別車両券に適用する特別車両料金 

営業キロ

地帯 

50キロメート

ルまで 

100キロメート

ルまで 

101キロメート

ル以上 

料金 750円 1,000円 1,550円 

 

別表第７（第 45条の２第２項及び第３項） 共同で使用する他社の定める方法により乗車

又は降車しなければならない駅 

駅名 共同で使用する他社 

豊橋 名古屋鉄道株式会社 

岡崎 愛知環状鉄道株式会社 

高蔵寺 愛知環状鉄道株式会社 

弥富 名古屋鉄道株式会社 

亀山 西日本旅客鉄道株式会社 

 


